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【保険証廃止に係る Q&A】 

Q：保険証を回収する必要はありますか。 

A：回収する必要はありません。なお、令和７年１２月１日までの間に資格を喪失する加入者の方につ

いては保険証の回収が必要です。 

 

Q：保険証の廃止日（令和６年１２月２日）以降、保険証は新規に発行されますか。 

A：発行されません。 

 

Q：保険証の廃止日（令和６年１２月２日）以降、保険証を紛失又はき損した場合、保険証は再発行さ

れますか。 

A：再発行されません。 

 

Q: マイナンバーカードを取得するつもりはありませんがいいですか。 

A: 令和６年１２月２日に保険証が廃止されることは決定しており、医療機関においてマイナンバー

カードで資格を確認することが法律上既に規定されています。今のうちからマイナンバーカードを取

得してください。 

 

Q: 忙しくてなかなか取得できないですがどうしたらいいですか。 

A: 保険証廃止日である令和６年１２月２日前後にマイナンバーカードを取得しようとすると、通常

より発行まで時間を要すると想定できます。今のうちからご準備をお願いいたします。 

 

Q: マイナンバーを利用されるのが嫌なのですがどうしたらいいですか。 

A: マイナンバーは法律に基づき既に各個人に付与されております。マイナンバーカードを取得して

いなくても、法律に基づき各行政機関等はマイナンバーを既に利用しております。 

 

Q: マイナンバーカードを返納すればマイナンバーは利用されませんか。 

A: １２桁のマイナンバーとマイナンバーカードは異なるものです。 マイナンバーは法律に基づき各

行政機関等で利用されており、マイナンバーカードを返納してもマイナンバーの利用が停止されるわ

けではありません。 
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